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■第１章 情勢の特徴（岐阜県の情勢も含めて） 

 第１節．「平和・政治・医療・社会保障をめぐる動向と国民生活」 

   ① 政治情勢の特徴 

＊2015年9月19 日、安倍政権は、国民多数の反対を無視し、国会でのまともな議論を避け、戦

争法（平和安全法制２法）を強行採決し、１６年３月２６日に施行がされました。この法律は、

日本が海外で戦争するための法律です。これまでの歯止めをなくし、自衛隊が地球上のどこでも

アメリカ軍の戦争に参加し､武力行使が可能となります｡世界では、いまの瞬間にもテロとその報

復、暴力と憎悪の連鎖が続いています。安倍政権は、この連鎖に「積極的平和主義」と称して参

加をもくろんでいます。 

 政府と防衛省は、日米新ガイドライン実践のために戦争法で可能となった準備と訓練を着実にす

すめており、自衛隊が海外で武力行使する可能性は高く切迫したものとなってきました。 

 いま日本は、戦後一貫して守り続けてきた平和主義の危機にあり、戦後最大の岐路に立っていま

す。 

  これに対し、全ての都道府県弁護士会や多くの学者が反対表明や行動を起こし、これまで平和

と民主主義を求めてきた運動団体も共闘し、総がかり行動も生まれ大同団結を実現しました。ま

た、これまで政治に無関心と言われてきた学生や若いママ、女性たちが次々と立ち上がり、国会

前で、街頭で、「民主主義ってなんだ」、「勝手に決めるな」の大きな声を上げ、戦争法反対の大き

な流れを作り出しました。これらの動きの中で戦争法反対、立憲主義守れの一致点で五野党も国

民的運動に合流し、史上空前のたたかいを築きあげました。そして、戦争法成立後も国民の行動

は止まらず、平和と民主主義を求める国民の声が政党を動かし、戦争法廃止、立憲主義を取り戻

す政府を作る国民運動が開始されました。 

 こうした共同や行動の根源には、戦後 70 年間築いてきた平和を求める確固とした国民意識があ

ります。ＮＨＫが実施した「戦後70 年に関する意識調査」（2014年）では、戦後70年、築い

てきた日本社会のイメージとして「戦争のない平和な社会」との回答が87％を占めました（資料

Ａ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして何よりも注目すべきことは、3.11 以後の原発再稼働反対の運動の頃から始まった個人が主

権者として考え行動する、そして政治も変える、こうした自発

的で新しい民主主義の形とその発展です。日々、いのちに向き

あい、医療や介護を実践する私たちは、戦争政策を拒否しま

す。戦争法の廃止を求める 2000万人統一署名は１３００万

人弱が集約されました。 

７月１０日投票の参議院選挙は、自公与党が改選議席の過

半数６１を上回る７０議席を確保し、改憲勢力が参議院でも

３分の２の議席を占める結果となりました。衆議院の３分の

２を超える議席数と合わせて、改憲の発議も可能となる事態

となりました。 

選挙戦を通じて、自公与党は、改憲に関する争点隠しをはじ

め野党批判に終始し、アベノミクス・消費税などまともな政策

論争を徹底して避けてきました。世論調査では「改憲反対」が

過半数を占め、「社会保障の拡充」が投票行動の一番のポイン

トになるなど与党の政策と国民の要求との矛盾も顕在化して



います。安倍政権を追い詰め、力関係の劇的な変化をつくりだす状況が強まっているともいえます。 

参議院選挙では３２の一人区のうち１１選挙区で、広範な市民と野党の共同により野党共闘の「統

一候補」が勝利し、他の多くの選挙区でも得票数を伸ばしました。マスメディアの出口調査結果では、

無党派層の６～８割が野党統一候補に投票したという結果も示されています。勝利した１１選挙区は、

東北地方、沖縄など、安倍政治の矛盾が集中し、住民の前に悪政の中身が顕在化した地域です。参議

院選挙と同時に行われた鹿児島県知事選挙でも、「反原発」を掲げ野党共闘の流れで立候補した候補者

が現職を破り当選しています。 

市民と野党の共同が「暴走」政治を打破する道であり、さらに、矛盾と要求の可視化（見える化）

が重要であることを示すものです。 

安倍政権は、衆参両院で３分の２の議席を得たことにより、憲法を変え戦争する国づくりを加速さ

せようとしています。 

同時に、憲法２５条の生存権における国の責任を投げ捨て、「自己責任」と「営利化」を基本に捉え

た「社会保障制度解体」を押し進めています。   

その結果、「格差」は広がり「貧困」が深刻化、医療難民、介護難民、保育難民などが大きな社会問

題になっています。 

社会保障・社会福祉は国の責任で実施させなければなりません。 

その財源は社会保障に最も不適切な消費税ではなく、大企業や富裕層への応分の税負担で賄う、憲

法に基づく所得の再分配機能を生かすことです。 

今こそ、あらゆる分野の怒りと要求を共有し、平和に生存する権利を守るため立ち上がるときです。 

改憲を阻止し、戦争への道をストップさせ、社会保障を拡充し、いのちと暮らしを守る共同をさら

に広げましょう。 

 

②国民生活の現状 

(1)生存権を脅かす格差と貧困の拡大 

 自民党・公明党政権のもとで続く社会保障抑制の中、子ども、若者、働き盛り、高齢者すべての

世代で広範に貧困が拡大し、生存権まで脅かされています。 

 年収200万円以下の働く貧困層（ワーキングプア）は、増加し、1139万人（2014年）、全労

働者の24％に達しました（資料Ｂ）。労働者の賃金は減少しています。これらの背景には大企業

が世界一活躍しやすくする国をめざす雇用制度の改悪があります。正規雇用は1997年から２０

１３年までに 518 万人減少し、不安定な非正規雇用は増加し、1962 万人に達し雇用労働者の

４割近くを占めています。貯蓄ゼロ世帯は 30％に上っています。非正規雇用が拡大した世代は

すでに 40 代の働き盛りとなり、就職氷河期と言われた人たちは 45 歳を迎えています。この世

代が現状のまま65 歳を迎えるなら20 年後の日本社会は深刻な事態となります。 

 子どもの貧困も深刻です。貧困率は 2008 年に 14.3％から 2012 年 16.3％と悪化していま

す。2014 年の子育て世帯全国調査では、ひとり親世帯のうち年収 300 万円以下が 59.9％に

達し、。無職の母子世帯の母親の2人に1人が抑うつ傾向にあります。 

 高齢者の貧困も深刻です。実質的な生活保護基準（高齢者単独世帯で年収160 万円、高齢夫婦世

帯で同 230 万円）からみると、2013 年の貧困率は 34.3％、397.9 万世帯、貧困高齢者数は



13.8万人となっています。 

総務省の家計調査年報から無職の高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上）を例に、2014

年の収入は、月 20 万 7347 円、支出は、月 26 万 8907。直接税と社会保険料（主に介護保

険料増）は増加し、その他で節約しても収支は61,560円の赤字、預貯金の取り崩しや家族の支

援で生活しています。 

 一方で、年金収入だけでは生活できない実

態があります。国民年金は年金保険料を40

年間納付した場合の満額支給でも月額

66,000 円弱にすぎず、平均の支給額は

44000 円にとどまります。家賃を支払っ

たらほとんど残らない水準です（資料Ｃ）。

現在65歳以上の年金受給者3031万人の

3 分の 1 にあたる 1047 万人がこの国民

年金の収入だけで生活しています。特養待

機者が 2009 年から 2014 年のわずか５

年で約 10 万人も増えていますが、その背

景には施設の不足とあわせて、高齢者の中

での貧困の広がりが反映していると考えら

れます。月額 10 数万円から 20 万円前後

の費用負担を要する有料老人ホームやサー

ビス付き高齢者向け住宅は、国民年金しか

収入がない高齢者にとって「終の棲家」の選択肢には到底なり得ないからです。さらに無年金高

齢者は93万人にのぼると推計されています。 

 生活保護世帯は 2015 年 10 月で 216 万人、163 万世帯と過去最高を更新しており、高齢者

世帯での増加が顕著になっています。 

 大多数の国民の貧困がすすむ中で、ひとにぎりの富裕層はますます裕福になっており、格差がさ

らに広がっています。2013年1年間で日本の100 万ドル（約1億700 万円）以上の投資可

能資産を持つ個人富裕層の純資産は前年比で 24％増え 5 兆５千億ドル。日本の富裕層の数は

22％増加し230 万人となったことが報道されました（キャップジェミニ＆ＲＢＳによるワール

ドウエルスリポート2014）。 

 また大企業（資本金 10 億円以上）は、アベノミクスによって、空前の利益を上げ内部留保を急

増させ、2014年度だけで 14兆円増やし、300兆円近くとなっています。賃金の抑制、法人税

の引き下げなどが行われた結果です。日本は、他国に比べて社会保障費の企業負担が極めて低い

国でもあります。内部留保を活用すれば、国民生活、社会保障改善のための大きな財源が確保で

きます。 

 格差と貧困の広がりの中、日常の現場では、コンビニエンスストアで倒れ救急搬送され、経済的

な理由ですべての介護サービスを拒否した高齢者（地域包括支援センター）や、搬入された高齢

の女性で、生活保護申請が却下され、再申請の準備中に経済的困窮を理由に自死した（救急外来）

などの事例も発生しています。 

 地域で孤立しじっと痛みを我慢している人がたくさんいます。今、事業所の中にいるだけでは、

広がる貧困の実相は捉えきれません。共同組織とともに人権のアンテナを研ぎ澄まし、地域へ出

る活動で格差と貧困に立ち向かいましょう。 

 

 

第２節 社会保障の解体と医療・介護の崩壊を招く安倍政権 

（１）社会保障の解体と公的な医療・介護費の極端な抑制、市場化 

 2012 年に民主党・自民党・公明党の三党合意により成立した「社会保障制度改革推進法」は、

社会保障の財源として主に消費税を充てるため税率を 8％、10％に引き上げることとあわせて、

憲法 25 条にもとづく権利としての社会保障の理念を、「自助」「共助」を基本とし「公助」によ



る国の恩恵に変質させました。社会保障分野での解釈改憲です。2014年「医療・介護総合確保

法」（※）、2015 年「医療保険制度改革法」（※）と具体化をすすめています。 

 安倍政権は「骨太方針2015」の中で「経済・財政一体改革」を打ち出しました。「財政健全化」

（歳出改革＝社会保障費削減）と「経済再生」（経済成長）を一体的にすすめようというものです。 

 第1に、今まで消費税増税を正当化する理由として掲げられていた「社会保障の機能強化」の方

針を捨て去り、さらなる消費税増税の上に社会保障削減一辺倒の路線に切り替えました。 

2016 年からの 3 年間を「改革集中期間」に設定、

毎年 1 兆円程度必要な社会保障の自然増を 5000

億円程度に圧縮する計画です。削減のほとんどを医

療、介護分野で行うため、診療報酬・介護報酬の引

き下げ、公的給付範囲の制限、患者申し出療養制度

など混合診療の開始、患者・利用者の負担増、都道

府県単位の医療費の抑制、地域医療構想による大幅

な病床削減や医師数等の抑制と統制など公的な医

療・介護費の極端な抑制と医療提供体制を縮小して

いくための改悪が方向づけられています（資料Ｄ）。 

第2に、医療・介護など公的サービスの産業化です。

公的給付を削り、その部分を企業に委ねて市場化を

図ることにとどまらず、「日本再興戦略改訂版」や規

制改革方針などに沿って、医療・介護分野そのもの

を経済成長に役立つ内容に大きく切り替えていく点

にこれまでの改革にない特徴があります。戦争する

国づくり、企業が活躍しやすい国づくりと一体に従

来にない規模と内容による社会保障の実質的な解体

を推進する方向です。 

2016年診療報酬改定は、診療報酬本体の引き上げ

を 0.49％にとどめる一方、薬価▲1.22％、材料▲

0.11％で▲1.33 とマイナス改定となりました。さ

らに、薬価の市場拡大再算定、後発医薬品の薬価引

き下げや使用促進、大型門前薬局の調剤報酬の引き下げ、湿布薬の使用制限など外枠を設け、全体で

▲1.43％という大幅なマイナス改定となりました。 

2015年介護報酬マイナス改定、消費税率の引き上げに続き、このマイナス改定により、多くの医療

機関の経営困難は拡大し、地域医療の崩壊が懸念されます。引き上げを求めて医療関係者、地域住民

と共に運動を強める時です。 

2014年6月、介護保険法「改正」が強行され、4つの切り捨て①予防給付の見直し（要支援者の訪

問介護などを総合事業に移行）、②特養入所の重点化（原則要介護三以上に限定）、③一定以上所得者

の利用料二割化、④補足給付の要件厳格化（資産要件の導入など）が行われました。特に「総合事業」

では、「住民主体の支援」を制度化し、「介護サービスの取り上げ（卒業）」「水際作戦」のしくみが組

み込みまれています。予防給付切り捨ての受け皿と同時に、地域包括ケアの柱とされている「互助」

推進の突破口と位置づけられています。 

介護報酬の 2015 年改定は、改定率マイナス 2.27％のうち処遇改善・重度対応など以外の部分で、

4.48％と最大規模のマイナス改定となり、基本報酬が軒並み引き下げられました。新規の加算を算定

できない小規模の事業所では基本報酬の引き下げが経営を直撃し、廃業や休止が相次いでいます。岐

阜県社保協の介護事業所アンケートでも５７．７％の事業所で前年よりも収入が減少したと応えまし

た。 

介護現場での人手不足も深刻化しています。職員が集まらず特養をフルオープンできないなどの事態

が起きています。介護福祉士養成校では入学定員割れが続いています。厚労省は人員の供給対策を発

表しましたが、肝心の処遇改善策を欠き、中高年齢層などを担い手とする「安上がり」な対応策に終

始しています。現行の技能実習制度を見直して外国人介護士の導入を狙っていることも重大です。 



 

（２）国民皆保険制度を破壊し、医療営利化をすすめるＴＰＰ参加 

2015年10月5日に環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（※）が大筋合意したと発表されました。 

医療分野では、特許期間の延長や医薬品データの保護期間などに合意し、医薬品の承認データ保護期

間が従来の米国 12 年、日本 8 年、途上国 5 年から 8 年に統一。これによって日本のメーカーも途

上国に高い新薬を長期に販売できるようになります。また一貫して米国が反対してきている日本の薬

価算定ルールである外国平均価格調整ルール、拡大再算定ルールをなくし、ＴＰＰの「透明性と公正

手続き」を口実としてアメリカ製薬企業が参加し、決定権をもつ薬価決定機構に作り変える可能性も

示唆されています。 

また「ＩＳＤ条項」も盛りこまれています。国民皆保険制度について政府は交渉の対象ではないと繰

り返し発言していますが、公的社会保険制度の文言しか記載されておらず、国民皆保険制度が守られ

る保証はありません。医薬品分野で企業による市場化が拡大するとともに国民皆保険制度が破壊され

かねない事態です。協定文の作成や調印はこれからです。アメリカとの二国間協議と合わせて医療の

営利化を促進するＴＰＰの危険な内容を広く知らせ、協定文作成から撤退し、調印中止を求めていき

ます。 

 

（３）社会保障充実に使われない消費税増税 

全日本民医連の「人権としての医療・介護保障めざす提言」の財源提案では、異常に内部留保を増や

した大企業や富裕層への応分の税負担などを求め、所得の再配分機能を強めていくこと、大企業を中

心に社会保険の事業主負担をＥＵ並みにし、応能負担の原則で社会保険料を見直すこと、過去最高規

模となった軍事費を削減することなどで社会保障の費用を確保していくことを提案しています。この

方向で国民的な合意をめざす運動を強め、消費税を社会保障の財源とすることをやめさせることこそ、

日本の社会保障を憲法二五条にもとづき再生させていく道です。 
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（４）共同の力で医療、介護の崩壊は食い止められる 

社会保障を自己責任に変質させ、解体し、市場化へとすすめる暴走は安心して暮らしたいという住民

の要求と大きくかい離するものです。医療難民、介護難民を生み出した小泉構造改革を、多くの医療

団体、個人、住民が連帯し、運動の力でストップさせ、政権交代にまで追いやり、医師増員、診療報

酬の引き上げ、生活保護母子加算復活（※）など社会保障の機能強化へ転換させてきました。国民皆

保険制度と医療の公共性を守る点では日本の医療界は、大同団結しています。 

一体改革のもとで社会保障の充実のための消費税増税の根拠も崩れてきています。こうした条件も生

かし、社会保障を守る国民的な総がかりの行動を作り上げ安倍政権のすすめる社会保障解体、医療・

介護市場化を押し返し、権利としての社会保障の充実へ転換させましょう。 



 

 第３節 岐阜県内をめぐる情勢 

○岐阜県人口・世帯数（平成２７年国勢

調査速報） 

＊ 岐阜県の人口は、２０３万２５３

３人（平成 27 年 10 月 1 日現

在）。 前回（平成 22 年）以降の

５年間で、約４万８千人が減少し

ました。 

 

＊世帯数は７５万２５７４世帯と増

加を続け、過去最高です。１世帯当

たり人員は２．７０人とさらに減

少し、過去最低です。平成 22 年

と比べ 1万5423世帯、2.09％

増加。なお、県の世帯数は多いほう

から全国２０位です。 

 

○平成２7 年度岐阜県世論調査 

＊くらし向きについては楽になった 3.3％

（カッコ内は前年 3.0％）、苦しくなった

44.9％（43.2％）、同じようなもの

50.1％（51.2％）のようにこの１年で更

に生活が悪化していることがわかります。

年代別では 30 歳代から４０歳代が増加

しています。 

将来の生活面での不安については収入・貯

蓄が 64.4％と最も高く、次いで健康・体力 57.6％、仕事 30.1％、介護 26.8％となっています。

昨年と同じ順番です。 

＊住みやすい点としては、食事・買い物が便利56.0％（41.9％）自然が豊か45.9％（５２．２％）、

災害が少ない 45.9％（災害の面で安心できる 25.4％）が上位３位を占め、医療・福祉が充実して

いるは 14.4％（医療１８．９％、福祉４．７％）となっています。住みにくい点としては交通の便

が良くない60.4％（公共交通機関が発達していない６０．８％）、買い物・食事が不便55.0％（４

８．１％）、働く場所が少ない38.5％（３６．５％）が上位３位を占め、医療・福祉が充実していな

は 26.6％（医療２９．１％、福祉１６．４％）となっています。自然や環境が良い面、働く場所や

医療・福祉が弱いことが浮き彫りとなっています。 

＊特に重要だと思う県の施策（昨年は特に力を入れてほしい県の施策）として第１位防災 55.1％（防

犯交通事故対策 35.4％、河川土砂災害対策 18.9％）第２位）」、第２位高齢者福祉３５．４％（３

１．５％）、第３位地域医療の確保32.8％（３6.7％）次いで｛学校教育の充実｝「子育て支援」の順

となっています。質問項目が多少違いますが岐阜県民は、引き続き、医療や福祉の充実を強く求めて

います。 

＊２０１５年岐阜県経済指標によると、H25年度の岐阜県経済は、製造業が△6.0％と大きく減少した

ことが影響し、県内総生産は 7 兆 1198 億円、経済成長率は名目で△0.3％と 4 年ぶりのマイナス

成長となった。景況は 1１１．６％（H22 年度比）、出荷額 9７.2％（H22 年度比）平均賃金は平

成25年度31９,800円（H22年度比100.7％）個人消費額272,926円（前年度比100.6％）、

倒産件数 123 件（負債額１０００万円以上前年比 32.4％減）、負債総額は 28.9％減の 259 億円

でした。雇用は少し改善し、賃金や個人消費は前年よりは少し改善していますが出荷額は増えていま

せん。 

＊岐阜労働局職業安定課が発表した２０１4年の県内有効求人倍率（学卒を除きパートを含む）は、前



年を０．26 ポイント上回り１．３６倍となり5年連続して上昇しました。製造業が回復しつつあり、

医療・福祉、サービス業、卸売・小売業も増加しています。しかし、派遣職員も多く、求人者にとっ

て必ずしも十分な状況ではありません。 

＊岐阜県の完全失業率は２０１5年平均で2.4％となりました（全国3.4％）。昨年比ﾏｲﾅｽ 0.1％より、

やや悪化しています。 

＊岐阜県主な指標の全国順位一覧表、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体として低い数字となっていますが、歯科医師数、薬局数が全国平均以上となっています。また、 

均１日外来数は多く、在院日数が非常に短く、病床がかなり空いている状況となっています。 

＊岐阜県内の国保世帯数は 299,319 世帯（２０１５年度社保協自治体安アンケート 8/1 時点３８自

治体から回収）全世帯に対する加入割合は38.6％、国保料滞納世帯は46.935世帯、滞納率15.7％

統計でみる都道府県の姿（数値は２０１３年度実績） 単位   

指標 数値   順位 前年順位 

財政力指数 0.499   １８位 １８位 

民生費／１人 166.0  千円 ４４位 ４４位 

社会福祉費／１人 48.4  千円 ３５位 ３４位 

老人福祉費／１人 185.1  千円 ４０位 ３６位 

衛生費／１人 53.4  千円 ３３位 ２９位 

児童福祉費／１人 337.4  千円 ４２位 ４３位 

生活保護被保護実人数／千人 5.87 千円 ４４位 ４４位 

国民医療費／１人 295 千円 ３２位 ３３位 

一般病院数／１０万人 4.4 カ所 ４１位 ４１位 

一般病床数／１０万人 844.5 床 ４３位 ４１位 

一般診療所数／１０万人 77.4 カ所 ２７位 ２８位 

歯科診療所数／１０万人 46.0  カ所 ３５位 ３３位 

薬局数／１０万人 49.3 カ所 １３位 １７位 

従事医師数／１０万人 195.4 人 ３８位 ３８位 

従事歯科医師数／１０万人 77.4 人 １１位 １３位 

従事看護職員数／１０万人 884.4 人 ３５位 ３６位 

     

一般病院１日平均外来患者数／１０万人 1024.3 人 ３０位 ３１位 

一般病院１日平均外来数／常勤医師１人 9.7 人 １２位 １０位 

一般病院１日平均在院患者数／１０万人 629.9 人 ４３位 ４４位 

一般病院１日平均在院患者数／常勤医師１人 6.0  人 ４２位 ４２位 

一般病院病床利用率 74.6  ％ ４２位 ４６位 

一般病院在院日数 20.9  日 ４５位 ４６位 

救急車出動件数／千人 40.1  件 ３８位 ３８位 

生活習慣病による死亡率／１０万人 584.7 人 ３１位 ３２位 

悪性新生物による死亡率／１０万人 299.7 人 ３１位 ２５位 

糖尿病による死亡率／１０万人 10.4 人 ３６位 ４４位 

心疾患による死亡率／１０万人 175.0  人 ２５位 ２５位 

脳血管疾患による死亡率／１０万人 96.5 人 ３２位 ３３位 

介護療養型医療施設数／６５以上１０万人 4.3 カ所 ２７位 ２８位 

生活保護被保護人数／千人 5.87 人 ４４位 ４４位 

身障手帳交付数／千人 44.8 人 ２８位 ２８位 

老人ホーム数／６５以上１０万人 49.4 カ所 ３２位 ３９位 

介護老人福祉施設数／６５以上１０万人 19.5 カ所 ３５位 ３５位 

児童福祉施設数／１０万人 1.51 カ所 ３３位 ２８位 



です。保険料を下げた自治体が32／

38自治体ありました。4 方式（所得

割、資産割、均等割、平等割）が35

自治体3 方式（所得割、均等割、平等

割）が５自治体、２方式（所得割、均

等割）が 2自治体、資格証明書発行世

帯は、２，204世帯（前年比－1,591

世帯）、短期保険証は 13,519 世帯

（前年比－2,967 世帯）といずれも

減少しました。差し押さえは件数が

6,714件、金額は２億5235万円と

増加しています。留め置き世帯は

1,854 世帯、未交付世帯は 732 世

帯です。国保一部負担金減免制度要綱

を持つ自治体が２６ですが利用件数

は全県で３件です。住民への周知徹底と実績が課題です。社保協の自治体キャラバンで県の国保年金

課長は「全住民が対象だ」と発言されたので周知徹底を促進したいと考えます。 

＊７５歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度（２００８年４月開始）の保険料は２０１６・1７年

度は4.3％の値上げとなります。岐阜県内では滞納者に対し短期保険証が発行されています。２０１

７年度には保険料の軽減特例が廃止されます。後期高齢者の受療権を守る取り組みが重要です。 

＊岐阜県の２０１０年度高齢者人口は６５歳以上が５０１，７９１人（高齢化率 24.1％）、７５歳以上

が245,109人（後期高齢化率11.8％）となっています。今後２０２０年 

ピークを迎え５９．８万人（高齢化率 

30.2％）に達すると見込まれ、その後横ばいに推移すると予測されています。 ６５歳以上の高齢

者のいる世帯の割合は、４４．４％（２０１０年／全国３７．３％）、高齢者夫婦のみの世帯の割合は、

１１．１％（２０１０年／全国１０．１％）、高齢者単身世帯の割合は、７．８％（２０１０年／全国

９．２％）となっています。県内では全国より高齢者との同居世帯が多いという状況です。 

＊３年に一度改定される６５歳以上の介護保険料は、第６期全国平均が５５１４円となっています。 

2012‐14年度に比べ１０．９％の増です。最低は東白川村の２８６０円、最高は揖斐川町の６０

００円です。岐阜市は２番目で５７８０

円です。住民の負担は増大しています。 

＊２０１４年１１月現在の県下の要支援

認定者は22,863名、要介護認定者数

は 71,386 名、合計で 94,255 名で

す。２０００年介護保険スタート時は

県内で３４，６２２人から約２．72倍

増加しています。６５歳以上の高齢者

の１7.0％（前年１6.1％）が要支援・



要介護認定者です。 

＊介護保険サービスの利用状況は増加し続けており、２０１４年３月には79,291人が利用しています。

介護給付費は２０１４年度 7,538,828千円／月額となっています。 

＊岐阜県内の特別養護老人ホーム申込待機者数は、  ２０１4 年の速報値では、17,649人で昨年度

から538人増加しました。うち原則対象となる要介護３以上の高齢者は2768名となっています。

要介護2 以下でも入所希望者が多数いる状況となっており、自己責任にまかせるという事態が進行し

ます。県内の特養の定員数は２０１５年度末見込みで 10755床と増えましたが、まだ不足していま

す。こうした中、介護療養型医療施設は２３施設５７８床に減少しました。 有料老人ホーム（サー

ビス付き高齢者住宅含む）は、１38施設、3,834人（２０１５年４月現在）に増加しています。１

年間で２８施設、７１０人増加しました。介護老人保健施設（老健）は、75施設、6,584人

（2015年4月現在）となりました。昨年より7施設、309人増加しました。高齢者施設づくりの

取り組みは引き続き高齢者の要求となっています。 

＊子どもの医療

費助成制度は、社

保協はじめ多く

の県民の要求と

運動で長年の要

求が実り２０１

４年度から、県下

全４２自治体で

中学校卒業までの医療費助成制度が実施されました。高校生

への助成は美濃市が増えて９自治体（大垣市、山県市、郡上

市、美濃市、神戸町、輪之内町、揖斐川町、池田町、東白川

村）となっています。高校生世代への助成は着実に広がって

います。瑞穂市は１０月から実施予定です。 

岐阜県の制度（入院、外来とも就学前まで）を上回る分は各市町村が負担しており、早急に岐阜県とし

て、または国の制度として中学校卒業までの制度に拡充させる必要があります。 

＊予防接種の実施は。おたふくかぜワクチン（６～８千円程度）への助成は、１２自治体で助成されてい

ます。高齢者を対象にした肺炎球菌ワクチン公費接種となっていますが補助額は自治体ごとに違い、引

き続き改善を求めていくことが必要です。 

＊県内の病院数は、８５年には１５１病院でしたが、1０2 病院（2015 年 3 月末）へと減少していま

す。有床診療所も含めた病床数は９６年の２５，０９８床から 18,300 床に減少しています。一般診

療所数（歯科を除く）は、８４年１，１０２診療所でしたが、1,430診療所となっています。 

＊２０１5 年の死亡数は、22,169名となりました。死亡場所の２０１１年岐阜県統計から推計すると県

内では、人口一万人当たり、病院での死亡数は80.0人、自宅死亡数は13.0人、施設を含めると20.0

人の看取りが病院外で行われています。今後も病院外での看取りが増加していく見込みです。 

＊県内の孤独死は、６５歳以上の孤独死者数が急増しており、２０１０年には４１１人で、６５歳以上の

孤独死者数のおよそ３倍となっています。 

 



＊出生率（人口千人当たりの出生数の割合 7.7％（２０１4 年）となり、低下傾向が続いています。死亡率

（人口千人当たりの死亡数の割合）は10.6‰となり、長期的に上昇傾向にありますが前年と同じ率となりま  

 した。 

＊岐阜県の自殺者数は、５００名以上が続いていましたが、２０１２年には、４25名となり、徐々に減少し

ています。男性と女性の割合は約2：1です。40歳代～50歳代の働き盛りが多いですが、高齢者が増加

しています。自殺の原因・動機が推計された中では、健康問題、経済・生活問題、家庭問題でした。 

 ＊岐阜県地域医療構想について 

  ２０１４年４月に施行された改正医療法に基づき、岐阜県でも地域医療構想が決められました。一番大き

な問題点としては国ガイドラインに基づき、2025年の必要病床数を現在の18000床から１５０００床

と３０００床も削減した事です。また、病床の機能区分については、高度急性期、急性期病床を大幅に縮小

し、回復期や在宅に誘導した事です。問題点としては、①人口は減少するが高齢者人口は漸増する中で病床

を減らしてよいのか。②高度急性期、急性期病床を減らし、地域の医療要求に応えられるのか。③自主的な

取り組みと協議で進めるとしつつ、知事に指示、要請の権限を与え、強引にすすめられる可能性がある。今

後の進捗に注視が必要です。 

 

■第２章 ２０１５年度の活動総括（案） 

【活動年鑑】※青字は今年度新たな取り組み 

６月２７日（土） 

 

７月 2日（木） 

１５日（水） 

１７日（金） 

３０日（木） 

８月 ５日（水） 

  ２０日（木） 

  ２１日（金） 

  ３０日（日） 

  ３１日（月） 

９月 ５日（土） 

１９日（金） 

１０月 ３日（土） 

   ６日（火） 

   ７日（水） 

   ８日（木） 

   ９日（金） 

 

 

１０日（土） 

  １３日（火） 

 

  １４日（水） 

  １５日（木） 

 

   

１６日（金） 

 

  １９日（月） 

 

第１６回県社保協定期総会 

   学習企画「生活保護制度の歴史・現状・課題」（高木博史氏）      ３０名 

中央社保協定期総会（東京）                       河村 

高山市社保協準備会会合（飛騨地区労連事務所）                ６名 

第１回幹事会                               ８名 

中津川市社保協準備会打ち合わせ                       ５名 

４２市町村自治体アンケ－ト・２１市要請書郵送  

岐阜市国保課懇談「国保４４条要綱改訂・市民向け案内」井深議員・河村    ４名 

第２回幹事会                               ８名 

中央社保協東海ブロック会議・学習会（愛労会館）             2名 

県内５市通所・訪問介護事業所介護保険改定影響調査集計      １１７事業所 

高山市介護保険制度改正内容の学習会                    ８名 

第３回幹事会                               ８名 

・高山市事前学習会（高山市文化会館）                  １６名 

・瑞穂市事前学習会（総合センタ－１Ｆ）                    ３名 

・山県市事前学習会（地区委員会事務所）                    ７名 

・美濃市事前学習会（喫茶「鶴」）                        ５名 

・羽島市事前学習会（南民商会館）                       ５名 

・郡上市事前学習会（ＩＮＧ事務所）                      ９名 

・岐阜県への要請書提出 

１）下呂市懇談会（青雲会館/岐阜健康友の会）               ７名 

２）郡上市懇談会（庁舎４Ｆ会議室/新婦人）               １０名 

３）美濃市懇談会（防災会館２Ｆ/新婦人）                 ８名 

４）山県市懇談会（庁舎３０３/岐商連）                  ７名 

５）飛騨市懇談会（西庁舎大会議室/県労連）                ５名 

６）高山市懇談会（庁舎２０３/準備会）                 １１名 

第43回中央社保学校（横浜）～17日（土）   岐商連北民商会長     1名 

７）瑞穂市懇談会（総合センタ－地域福祉ル－ム/岐商連）          ６名 

・美濃加茂市事前学習会（上古井公民館）                    ５名 

８）羽島市懇談会（市長公室/岐商連）                   ７名 

・土岐市事前学習会（東濃西教育会館）                        ６名 



  ２０日（火） 

 

 

  ２１日（水） 

  ２２日（木） 

 

  ２３日（金） 

  ２６日（月） 

 

  ２７日（火） 

 

  ２８日（水） 

 

 

  ２９日（木） 

  ３０日（金） 

 

１１月１０日（火） 

 

   １１日（水） 

 

   １２日（木） 

 

   １３日（金） 

   １６日（月） 

   １７日（火） 

 

   ２０日（金） 

 

   ２６日（木） 

１２月 8 日（火） 

９日（水） 

１６日（水） 

１８日（金） 

 

２０日（日） 

２１日（月） 

   ２５日（金） 

 １月２９日（金） 

 

 ２月 ８日（月） 

   １６日（火） 

   １８日（金） 

 

 ３月１４日（月） 

   １８日（木） 

    

２８日（月） 

９）本巣市懇談会（真正庁舎３Ｆ/岐商連）                 ５名 

・可児市事前学習会（可児新婦人事務所）                     ６名 

・各務原市事前学習会（桜の丘）                        １７名 

・恵那市事前学習会（恵那教育会館）                      １２名 

・多治見市事前学習会（精華公民館）                         ４名 

・瑞浪市事前学習会（交流センタ－）                         ３名 

・中津川市事前学習会（東労協２Ｆ）                         ６名 

１０）美濃加茂市懇談会（生涯教育会館203/新婦人）           １１名 

１１）可児市懇談会（庁舎４Ｆ第1 会議室/新婦人）              7名 

・岐阜市事前学習会（岐阜民医連ホール）                 １４名 

・関市事前学習会（こがねだ診療所/関市の社会保障を良くする会）        ７名 

１２）多治見市懇談会（駅前庁舎/年金者組合）              １３名 

１３）土岐市懇談会（庁舎３Ｆ第2 会議室/年金者組合）            6名 

１４）瑞浪市懇談会（新保健センタ－３Ｆ-１/年金者組合）           4名  

１５）恵那市懇談会（会議棟大会議室/準備会）               １２名 

１６）中津川市懇談会（健康福祉会館３Ｆ/年金者組合）           １１名 

１７）各務原市懇談会（庁舎内/岐阜健康友の会）              ２０名 

１８）岐阜県懇談会（議会棟２Ｆ/岐阜民医連）               ２６名 

１９）池田町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ８名 

２０）養老町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ３名 

２１）海津市懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ８名 

２２）関市懇談会（１Ｆ会議室/関市の社会保障を良くする会）        ２１名 

２３）神戸町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ５名 

２４）関ケ原町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                 ６名 

２５）安八町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ６名 

２６）岐阜市懇談会（４Ｆ全員協議会室/岐阜民医連）            ３１名 

２７）揖斐川町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                 ６名 

２８）大野町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                  ３名 

第４回幹事会                              ７名 

２９）輪之内町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                ５名 

中央社保協東海ブロック会議（愛労会館）                 河村 

郡上市社会保障推進協議会結成総会                    ８名 

３０）垂井町懇談会（庁舎内/西濃社保協）                 ４名 

第５回幹事会                              ６名 

中津川市内介護事業所集約が加わり、６市１４９事業所アンケ－ト集計 

中央社保協学習交流会①                     事務局 渡辺 

    〃     ②                     事務局 河村 

３１）大垣市懇談会（庁舎内/西濃社保協）                 ９名 

第６回幹事会                              ７名 

『社会保障は国の責任です』１万人署名運動提起 

恵那市社保協準備会主催「介護保険制度改定影響に関する当局懇談会」   １2名 

中央社保協全国代表者活動交流集会（東京）                河村 

「社会保障は国の責任です」名鉄前街頭署名宣伝行動①（８筆）       ４名 

第７回幹事会                              ８名 

介護労働者実態調査事務局会議                      ４名 

「社会保障は国の責任で」名鉄前街頭署名宣伝行動②（１３筆）       ５名 

第８回幹事会                              ５名 

県内介護労働者実態アンケ－ト調査発送作業（2,804 事業所）        ８名 



 

１．中央社保協定期総会、全国代表者活動交流会、東海ブロック事務局長会議に事務局２名が参加し 

ました。 

２．中央社保学校へ岐商連・北民商会長１名が参加しました。 

３．西日本滞納処分・差し押さえ問題交流集会（岡山）へ北民商事務局長１名が参加しました。 

４．２０１６年２月～６月第３金曜日（３０分）とメ－デ－後（１時間）、名鉄岐阜駅前とＪＲ岐阜駅

前で「社会保障は国の責任です」街頭署名井宣伝行動を６回取り組みました。 

  《延参加者数：  名・弁士：  名、署名集約数：8３筆》 

「必要な医療と介護は国の責任で」２万筆署名運動の中間報告 

                         

５．社会保障を学ぶ場としての「社保学習会」は、全体としては前総会時の学習企画「生活保護制度 

の歴史・現状・課題」（講師：副会長 高木博史氏）、地域レベルでは、高山市社保協準備会主催 

による「介護保険制度改定の影響」（講師：渡辺事務局長）を取り組みました。 

６．地域社保協設立支援では、恵那市社保協準備会・中津川市社保協準備会検討会・高山市社保協準 

備会が始動しています。 

７．郡上市社保協が結成され、県内３つの地域社保協となりました。 

８．「介護保険制度改定の影響調査」（６市６６０の通所・訪問介護事業所を対象に１３９事業所回答） 

と「介護労働者実態調査」（県内２８０４事業所対象２１１事業所３３１人回答）６月２１日に教 

育会館で新聞社３社の記者へ「調査発表」行った。７月６日岐阜新聞に記事掲載された。 

★資料１・・「介護事業所」「介護労働実態調査」報告書、７月６日岐阜新聞記事 

 

８．２０１５年度自治体キャラバンの取り組み 

  

 ２１市９町１県との自治体懇談会を開催した。事前学習会開催は１６市（前年１３市）まで広が 

り、社会保障問題への理解と関心が高まり、行政への要望や意見を出し合い、懇談会運営を地域 

支部のみなさんが担える自治体が増えています。県社保協事務局は、他市町状況報告と全市での 

統一質問にとどめ住民受胎の懇談会運営へと移行しています。 

県社保協としての自治体懇談会は１８市開催で、西濃社保協は、西濃圏域２市９町との懇談。関 

4月 2日（土） 

15日（金） 

5月 1日（日） 

   17日（火） 

   20日（金） 

   

  26日（木） 

２７日（金） 

6月 7日（火） 

9日（木） 

13日（月） 

21日（火） 

 7月 4日（月） 

   １５日（金） 

第2回滞納処分・差し押さえ問題西日本交流集会 岐商連北民商事務局長   1名 

「社会保障は国の責任で」名鉄前街頭署名宣伝行動③（１４筆）        ７名 

メ－デ－後ＪＲ岐阜駅前「社会保障は国の責任」署名宣伝行動④（35 筆）  21名 

介護実態調査事務局会議                         4名 

社会保障は国の責任で」名鉄前街頭署名宣伝行動⑤（６筆）         ４名

第9回幹事会                              6名 

第1回岐阜市社保協再結成準備会（市役所）                6名 

郡上市社保協第1 回運営会議（八幡町喫茶チロル）             8名 

介護実態調査事務局会議                            ４名 

第10回幹事会                             7名 

第2回岐阜市社保協準備会（北民商）                   6名 

岐阜県内介護労働者実態調査記者発表（3社）                8名 

第3回岐阜市社保協再結成準備委会（北民商）               5名 

第１１回幹事会 

幹事団体 目標 ６月末現在 幹事団体 目標 ６月末現在 

民医連（友の会） １０，０００  １，２７８筆 岐商連 ３００      ０筆 

県労連 ２，０００    ３０筆 共産党  ２，５００ １１０筆 

新婦人 ２，５００   ６２２筆   医労連 １００   １３０筆 

年金者組合  ２，５００   ２１９筆 街頭署名行動  １００  83筆 

   計 ２０，０００ ２４７２筆 



 

市の社会保障を良くする会は要望書を提出して関市と懇談を行った。 

《概要》 

①４２市町村中アンケ－ト回答は３８市町村（回答無：白川村、富加町、笠松町、御嵩町） 

②統一要請書に対する文書回答は１９市となり郡上市・大垣市のみ文書回答はありませんでした。 

③事前学習会未開催地は３市（下呂市、本巣市、飛騨市）のみとなりました。 

④自治体キャラバン（懇談会・事前学習会）参加者は４５７名でした。（内訳は資料参照下さい） 

⑤西濃社保協は、昨年度（介護保険について）より２市９町との懇談会を実施。今年度は国民健康 

保険についての重点懇談でした。 

 ⑥関市の社会保障を良くする会では、県社保協集計資料（アンケ-ト集計、要請書回答）による事前 

学習会を開催し、今年度も独自要望書に基づく懇談会を開催しました。 

 ⑦岐阜県との懇談会席上、初めて要請書に対する文書回答と配布がされました。 

  

《分野ごとの特徴》 

 【基礎デ－タ－】（人口・世帯数・６５歳以上人口・７５歳以上人口等） 

  １．高齢化率が低い市町村上位     [有効回答17市町村] 

1位 瑞穂市（19.4％）・2位岐南町（21.2％）・3位美濃加茂市、北方町（21.70％） 

  ２．高齢者がいる世帯中の高齢者独居率 [有効回答２１市町村] 

    1位 下呂市（52.4％）・2位 本巣市（50.3％）・3位 各務原市（47.4％） 

  ３．高齢者夫婦のみ世帯数割合     [有効回答３０市町村] 

1位 多治見市（２６％）・2位 東白川村（１８％）・3位 恵那市（１６％） 

 【国民健康保険】 

◎国民健康険料（税）滞納世帯率  [有効回答３６市町村] 

1位 瑞穂市（31.3％）・2位 輪之内町（27.2％）・3位 北方町（26％） 

            [20市中] 

1位 瑞穂市（31.3％）・2位 羽島市（25.7％）・3位 美濃加茂市（23.8％） 

◎独自の低所得者減免を実施していない市 6市／21市中 

関市・羽島市・美濃加茂市・山県市・下呂市・海津市   

  ◎国保税（料）滞納に対する対応・一部負担金減免制度の実施状況 

  ①資格証明書発行数は対前年度比で 1591件減少しているにも係らず、短期保険証発行数は 

3,960件減少。差し押さえ件数も 63件減少。年金、児童手当支給日の差し押さえは 14自 

治体。しかし生活保護開始件数が前年度比 120件減少していることから、後期高齢者医療保 

保険に移行していることが想定される。 

  ②国保法44条窓口一部負担金減免制度 

   38市町村中24市町村に要綱・規則・条例が整備されてはいる。前年度回答から各務原市が 

整備している。しかし、市民への周知に関しては「ＨＰ（１３）」「窓口チラシ（７）」「広報（５）」 

「医療機関窓口（１）：中津川市」とあり、岐阜市を含めて申請様式が未整備自治体もあり、市 

民向けに申請・相談し易い仕組みとはなっていない。2014年度実績は2市（岐阜市・飛騨 

市）1町（北方町）で63件の相談に対して減免3件でした。岐阜県との懇談では、担当課長 

より「相談者のみに詳細説明ではなく広く市民に周知してもらわなくてはなりません。との回 

答を得ました。下呂市では10月より市内医療機関窓口に案内チラシを設置。 

 

  ③国民健康保険税（料）の条例減免 1世帯当たりの減免金額上位 

   １位 多治見市（73,166円） ２位 下呂市（67,780円） 3位 岐阜市（49,538円） 

  ④国民健康保険税（料）の条例減免世帯数上位 

   1位 本巣市（2,208） 2位 大垣市（122） 3位 中津川市（116） 

【介護保険】 

 ◎認定者数と特養待機者数 

  介護保険認定者数は昨年度比 11,550人増加し、94,250人でした。介護保険制度改悪により 



特養入所対象から除外された要介護 1・2の方は35,416人で、特養待機者数（延べ）10,723 

人中、除外されるには2,672人となります。（特例措置入所含む） 

地域総合支援事業（Ｈ３０）に完全移行する要支援１・２対象者は 23,125人。 

 ◎保険料滞納によるペナルティ－（3割負担）、介護保険利用料助成制度 

  県内38市町村中105名で、岐阜市が46名となっています。利用料助成制度は 2市（関市・ 

海津市）のみでした。介護保険料滞納率は平均 2.4％。 

1位 岐南町（5.8％） 2位 羽島市（3.9％） 3位 北方町（3.8％） 

介護保険料滞納率1位の岐南町で、全国初となる要支援１・２の通所・訪問利用者負担無料化を 

実施を決定した意義は大きい（年間 400億予算見込）。 

 ◎第6期介護保険事業計画では、特養19施設813床の整備が進行中ですが、介護労働者不足は 

深刻なためオープンできないユニットが多く、介護保険料に跳ね返らない介護報酬への国庫負担 

増が求められています。 

 ◎日常生活総合支援事業の実施状況では、岐阜市のみが実施。大垣市は昨年 10月より、恵那市で 

は今年4月から開始。他33市町村で未定状態だった。介護事業所アンケ－トでも、要支援者受 

け入れを制限あるいは中止を利益確保のために選択する事業所もあり、また６～７割が要支援者 

である事業所も存在する。人材確保は収益と人件費支出の点からも困難な状況であり住民型支援 

事業に移行される対象者増加が懸念される。また移行時期についても35市町村で未定。 

 ◎住宅改修受領委任払い（16市町/＋６）・福祉用具受領委任払い（８市町/＋２）ともに昨年度比 

で増加。 

◎介護慰労金制度でも3市町増えて25市町で実施。しかし要介護４・５寝たきり在宅介護 6ケ 

月以上や非課税世帯など条件が厳しい自治体が目立つ。 

 ◎介護保険利用料2割負担となった利用者は全体で7761人（前年度見込み比3,755人増）と 

なった。特養入居者の補足給付対象外は450人（前年度見込み人数不明）となった。今後、利 

用料支払い困難者や保険料滞納と併せて、退所者や利用抑制数が増加する懸念がある。 

 ◎高齢者等の移動支援や買い物支援は、市町村合併をすすめた自治体ほど対応を迫られています。 

  高山市では、市内全地区で買い物送迎と通院送迎を別々に運行している。瑞穂市では高齢化が特 

に進んでいる団地地区から市社協独自事業として1回100円で最寄りのス－パ－への買い物送 

迎をボランティアで運行しています。中津川市では全地区で営業する移動販売車があるため買い 

物送迎等の支援を必要としていない稀なケ－スもありました。 

【子育て支援】 

 ◎子ども医療費助成 

  県内４２市町村の中学卒業までの外来・入院窓口負担金が無料（現物給付）となり 2年が経ちま

したが、18歳年度末までの医療費無料（一部所得制限有）が広がりつつあります。 

現在4市4町1村で実施。今年10月より瑞穂市（市長公約）で開始されます。 

 ◎保育料無料化 

  昨年10月、山県市が3歳～6歳未満の保育料を無料化しました。人口減少と少子化対策を兼ね 

た施行ですが、白川町でも保育料無料化が実現しました。今後、18 歳年度末までの医療費窓口

自己負担無料化とともに県内で広がるようにしていきたいと思います。 

 ◎就学援助 

  県内の認定対象基準は、回答のあった 32市町村中保護基準の1.3倍（13市町）・1.5倍（14 

市町村）・2.5倍（輪之内町）。そして坂祝町が 1.0倍でした。こうした中、生保基準額切り下げ

基準が 13 自治体・従前の基準を摂っているのは 19 自治体。受給者数は前年度比 502 名減少

し、受給割合は平均で 6.5％、前年度比で―0.57％と減少している。金額的には 2億 5千万円

の減少。子どもの貧困問題が取り出される中で、こうした減少傾向は保護基準引き下げと申請手

続きにおける問題が考えられます。また自治体によって支給内容に格差があります。支給項目が

最もすくないのは山県市（学用品・修学旅行・給食）でした。 

 

 ◎学童保育と保育所待機児童 

  子育支援法施行により、学童保育対象年齢が小学6年生までの引き上げが広がっており、午後 



7時までの受け入れに時間延長される傾向にある。保育所待機児童問題は、昨年度調査で 37名 

とあまりに少ない結でした。可児市懇談会の場で、「統計上は保護者都合で断った児童は待機児 

童にカウントされない」ことを初めて知り、そこで今年度「保護者都合による未入所児童数」を 

調査した結果１54名。国会で取り上げられる問題にもなりましたが、保育所数と保母さんの待 

遇改善なしには解決が難しい問題であることが広く知れ渡りました。 

 ◎障がい者施策について 

  介護認定者の障がい者控除認定書の個別送付は、3市3町（瑞浪市・郡上市・海津市・白 

川町・北方町・笠松町）で実施されていますが、郡上市では全介護認定者の８１％に個別送付を 

行っています。申請手続き作業が一般的に理解されにくいため担当課連携で実施しているとの回 

答でした。こうした申請内容によっては「待たず」に行政主導で送付する取り組みは他の自治体 

で広がることを期待します。 

 ◎住民の健康管理、健診について 

  国保都道府県化に際しての、保険料率算定基礎の要件には「高額療養費割合」「健診受診率」など 

が含まれています。恵那市では「健康都市宣言」を出し、胃がん検診を隔年で胃カメラ健診を導 

入しました。また飛騨・東濃・本巣圏域での特定健診受診率が 21市中のベスト１０を占めてい 

ます。高山市では、合併症を伴う糖尿病対策を重点に 10年に渡り全地区での栄養指導を続け罹 

患率減少を実現している自治体もありました。恵那市懇談会で担当課長は「現役時代に充分な予 

防・治療をすすめていける環境づくりをしないと、退職後に国保加入となった後から疾患や合併 

症が悪化して高額医療給付が増加する傾向があります」と医療費抑制への対応に苦慮していまし 

た。ほとんどの自治体が特定健診項目に必須項目として糖尿病や腎機能、心電図などを加えてい 

る状況からもうかがえます。人間ドック助成に関しては国保加入者や後期高齢者医療加入者を対 

象に22市町で実施されています。 

 ◎任意予防接種への助成 

  肺炎球菌ワクチン・風疹は法定接種となり、2人以上の子どもさんを持つ家庭では「インフルエ

ンザ」への助成要望が強い状況です。現在 18市町村で独自助成が実施されており拡充が求めら

れています。また、独自助成無しと回答した自治体が 3 市 4 町あり、要請を強めるｈ津用があ

ります。 

 ◎生活保護と生活困窮者自立支援事業 

  担当職員数は全体としては増加していますが、相談件数・相談件数・保護開始件数は昨年度比で

減少。元警察官の配置は2市増となりました。生活困窮者自立支援事業の相談事業をＮＰＯや市

社協に委託する市では、「まず、自立支援相談窓口で対応」し必要と判断されれば生保申請相談に

まわすことが解りました。しかし「医療を必要とする困窮者に関しては生保申請相談で受け付け

る」と回答する自治体もありました。自立支援相談事業は自治体の人口比で月当たりのノルマが

課せられていることが岐阜生活と健康を守る会による当局との懇談席上判明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎岐阜県社会保障推進協議会　　　２０１５年度　会計報告

１．収入の部
決算

27,969
189,000

0
4

216,973

２．支出の部
決算

15,000
22,836

自治体キャラバン 86,006
0

交通費 43,800
中央社保協総会参加費 25,070

24,000
0
0

216,712

補足）10月30日時点でマイナスとなったため、民医連より8,000円助成金をいただき対応しました。
全国代表者交流集会への参加費用は民医連経費により事務局1名が参加しました。

●収入216,973円―支出216,712円＝２61円は次年度に繰り越しました。

※会計監査報告
会計監査の結果、2015年4月11日～2016年3月31日を会計期間として、適性に処理されている
ことを確認いたしました。

2016年4月　　日

会計監査

教育・宣伝費 10,000

中央社保協年会費 24,000
30,000
30000

総　会 15,000
活動費・事務通信費 20,000

75,000

利息 3
計 223,972

科目 予算

科目 予算
前年度繰越金 27,969

社保学習会資料代 30,000
加盟団体会費 166,000

　　　　○会計：事務局次長　河村　彰英

署名行動、地域社保協設立、介護保険学習会

備考

15団体

社保協主催学習会開催なし

講師料+交通費

備考

資料送付、高速、ＧＳ、昼食

ＧＳ，駐車代、高速料金

新幹線含交通費、駐車代、ＧＳ、昼食

2015年度分

223,972

社保学習会開催費 15,000
予備費 4,972



■第 3章 2016年度活動方針（案） 

●憲法改悪を阻止し、国の社会保障制度改悪に反対し、権利としての社会保障の充実をめざします 

・日本を戦争する国にしないため、平和憲法を守ります 

・自己責任、助け合いの社会保障でなく、一人一人の人権が尊重され、国など公的責任を明確にし

た社会保障の充実をめざします 

 ・国の制度を補完するため、地方自治体の諸制度充実をめざします 

・貧困と格差の拡大を許さず、生活保障確保の運動、裁判闘争などの共同、連携を強めます 

 

１．地域社保協設立を推進し、岐阜県内での社会保障を守り発展させる社保協を広げます 

○岐阜市社保協再結成（総会９/１０）と岐阜市への単独要望書提出による懇談会を開催します。 

○恵那市社保協準備会、高山市社保協準備会が正式に設立総会を開催できるよう援助します。 

○新たな地域社保協設立の動きには積極的に支援を行います。 

 

２．中央社保協方針と提起に連帯し、全国的な運動課題に取り組みます 

○中央社保協定期総会、全国代表者活動交流集会に派遣して全国の活動経験から学び、岐阜県内の 

活動状況を共有します。 

○東・西日本滞納処分差し押さえ問題交流集会に加盟団体からの参加をすすめます。 

○中央社保学校への派遣を各団体で検討します。 

○社会保障改悪問題を知らせ、改善拡充のための街頭宣伝署名行動に取り組みます。 

 

３．県や市との分野別懇談会、議会請願行動に取り組みます。 

加盟団体や地域社保協と連携して、学習懇談会や議会会派訪問を通じて社会保障諸問題についての 

共通認識をはかります。 

 

４．岐阜県社保協として「国保都道府県化問題」公開学習会を開催します。 

 

５．自治体キャラバンの取り組みについて 

 ①昨年度の事前学習会16市に下呂市を加えた17市での事前学習会を開催し、各責任団体を中心 

  に懇談会運営と中身を決めていきます。 

 ②岐阜市・関市・大垣市・海津市・西濃圏域 9町との懇談会は、各地域社保協が担います。岐阜市・ 

関市へは「要望書」を提出し懇談を行います。また郡上市懇談会日程は郡上市社保協が調整して 

申し入れを行います。 

 ③事前学習会は、各対象自治体の要請書回答とアンケ－ト回答で行います。 

  

６．国保都道府県化と国民健康保険について 

○都道府県化により保険料（税）の値上がりを抑制するために一般会計からの法定外繰り入れを求 

  めていく。 

○2016年度より前倒し実施される「保険者努力支援制度」により、目標収納率の達成度、滞納繰 

 越分の達成度、滞納処分の実施などの指標で自治体ごとの実績を点数化し、調整交付金（～2018 

 年度）の差別的交付が行われる。自治体が保険料（税）収納のために滞納処分などにひた走る恐 

れがあります。差し押さえ禁止財産を含めて、自治体対応を監視していく。 

○国保44条窓口一部負担金減免制度の要綱整備を更にすすめさせ、市民に分かりやすい案内を広 

 く周知させていく。要綱のある自治体には申請書式整備を要求し、自治体内医療機関窓口への設 

置を要請していく。 

○分納誓約が不履行な場合でも、医療機関への受診が必要な場合にはすみやかに保険証を発行させ 

 ていく。 

○短期保険証や分納誓約時においても医療費の受療委任払いを認めさていく。 

 

 



７．介護保険制度改悪に伴う介護サ－ビス低下への対応 

○年間所得による保険料段階を広げて、高額所得者には応分の保険料負担を求めていく。 

○認知症やその他の事情により保険料滞納によるペナルティ－（3割負担）を減らすべく、電話や 

 督促状だけでなく本人や家族との訪問面談を通じてペナルティ－（滞納者）を減らす対応を求め 

ていく。 

○特養入所対象から外された要介護１・２の対応と特例入所のケ－スを把握します。 

○地域支援事業（地域総合支援事業）の進捗状況から、2018年度の完全移行に伴う要支援１・２ 

利用者の受け入れ事業所の整備状況と、問題点をつかみ従前サ－ビスを維持するよう求めていく。 

○２０１６年８月から特養入所者の補足給付対象所得に非課税年金分も加えられることになります。 

 更に、退所や入所断念を余儀なくされる介護難民の発生が懸念されます。「理由」を問わず退所、入 

所辞退となる実態把握をおこないます。 

○深刻な介護労働者確保に向けて、住宅助成制度など給与所得が他産業より低い介護従事者が安心 

して生活できる基盤整備など、具体性のある施策の実施を求めます。 

８．高齢者医療について 

○後期高齢者医療保険料が軽減特例措置廃止により大幅な負担増となることが予想されます。保険料 

の減免制度の拡充とともに、「垣老」のような医療費助成制度の実施を他の自治体に求めていきま 

す。 

９．年金問題について 

○県下の高齢者運動組織や年金者組合と共同して、「無拠出での最低保障年金制度」実現目指して取 

り組みをすすめます。 

１０．子育て支援 

○１８歳年度末までの医療費助成を求めます。 

○少子化対策を含め保育料無料化を求めます。 

○待機児童解消に向けた、仕事と育児が両立できる合理的な保育所増設と保育しの確保を求めます。 

○インフルエンザ予防接種への独自助成の創設・拡充を求めます。 

○就学援助に係り、基準以下でありながら申請にいたっていない世帯数と事由を可能な限り把握し、 

 貧困の連鎖を生まないよう改善について要請していきます。 

１１．障がい者施策の推進 

○「自立支援医療に係る利用者負担」の低所得者無償化を求めます。 

○配偶者や親の収入を除外し、障がい者本人だけの収入で認定することを求めます。 

○障がい程度区分は使わずに支給決定をすることを求めます。 

○市町村民税非課税世帯の利用者負担をなくすことを求めます。 

○６５歳になる障がい者の介護保険優先原則を廃止し、障がい者の特性を配慮した選択制等の導入を 

求めます。 

１２．生活保護と生活困窮者自立支援事業 

○自立支援相談事業は人口比による月当たりの相談件数ノルマが課せられています。生活保護相談・ 

申請件数減少における「水際作戦」に利用されないよう状況把握をします。 

○自立支援事業における１年間の実績と、生活の自立につながったケ－スを把握し、有効な事業運営 

になっているか、とりわけ就労支援契約事業所における賃金や労働条件に基準にない差別待遇がな

いか確認し、異常があれば是正を要請していきます。 

１３．国民皆保険制度を崩壊させるＴＰＰ参加反対の運動に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■2016年度活動予算（案） 

 

１．収入の部 

   科目 予算 備考 

前年度繰越金 ２６１  

加盟団体会費 １81，０００ １７団体 

学習会資料代 ８，０００ 資料代２００円×４０人 

利息 3  

計 １８９，２６４  

 

２．支出の部 

   科目 予算 備考 

総 会 ２，５００  

自治体キャラバン ３０，０００ 切手・はがき・封筒（資料郵送+結果郵送） 

中央社保協会費 ２４，０００ 2016年度分 

社保協総会経費 ２５，０００ 総会交通費・食事代（昼・夕） 

全国代表者活動集会 ２５，０００ 交通費・食事代（昼・夕） 

交通費 ３０，０００ 地域社保協設立支援を含む事務局交通費 

教育・宣伝費 ３０，０００ 広告料・書籍購入・企画参加費・学習会講師謝礼 

事務通信費 １０，０００ 郵送料・振り込み手数料・実務経費 

予備費 １２，７４６  

計 １８９，２６４  

 

自治体キャラバンでの事前学習会開催地増と地域社保協設立支援でＧＳ・高速代が増加し、他の活動

財政を圧迫しているため、事務局がキャラバン期間中自家用車で移動する経費と食事代は、所属団体

の岐阜民医連が負担していただけることになりました。 

他の幹事団体からのキャラバン交通費等も同様に、所属団体からの支出をお願いします。 

尚、事務局車両に同乗移動時には交通費は必要ありません。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

２０１６年度 役員体制   

 

：会 長     高田 一朗 （岐阜県民主医療機関連合会） 

：副会長     高木 博史 （岐阜経済大学准教授／生存権アクションぎふ代表） 

鈴木 敏史 （全日本年金者組合岐阜県本部） 

篠田久美子 （新日本婦人の会岐阜県本部） 

河嶌 伸友 （岐阜県労働組合総連合） 

 

：事務局長    渡辺 憲司 （岐阜県民主医療機関連合会） 

：事務局次長   河村 彰英 （岐阜県民主医療機関連合会） 

 

：幹 事 会   ・岐阜県商工団体連合会         ･岐阜県民主医療機関連合会  

              ・岐阜県労働組合総連合         ･新日本婦人の会岐阜県本部   

            ･全日本年金者組合岐阜県本部     ・日本共産党岐阜県委員会     

･岐阜県医療・福祉労働組合連合会  ・岐阜健康友の会         

 

：加盟団体    岐阜県医療・福祉労働組合連合会 

（１７団体）    岐阜県教職員組合 

岐阜健康友の会 

岐阜県国家公務関連労働組合共闘会議 

岐阜県視聴覚障がい者問題研究会 

岐阜県母親大会連絡会 

岐阜県商工団体連合会 

岐阜県保険医協会 

岐阜県民主医療機関連合会 

岐阜県労働組合総連合 

きょうされん岐阜支部 

ぎふ自治体一般労働組合 

新日本婦人の会岐阜県本部 

日本共産党岐阜県委員会 

全厚生労働組合中部社会保険支部岐阜県協議会 

全日本建設交運一般労働組合岐阜県本部 

全日本年金者組合岐阜県本部 

              岐阜生活と健康を守る会→９/１０岐阜市社会保障推進協議会へ移行 

西濃社会保障推進協議会 

関市の社会保障を良くする会 

              郡上市社会保障推進協議会 

 

：会計監査    岐阜県教職員組合 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜県社会保障推進協議会 規約   
 

 

（総則） 

第１条 この会は、岐阜県社会保障推進協議会 （略称：県社保協） といい、事務所を岐阜県

内に置きます。 

 

第２条 この会は、会の目的に賛同する団体・地域社保協・個人で構成します。正式加盟に至ら

ない団体は、幹事会の承認によりオブザーバーとして参加することが出来るものとし

ます。 

 

第３条 この会は、中央社会保障推進協議会 （中央社保協） に加盟し、各県の社保協および

社会保障拡充にとりくむ団体、地域社保協、個人と協力・共同して運動を進めます。 

    （目的） 

第４条 この会は、日本および岐阜県の社会保障の拡充のための諸活動を推進します。 

 

第５条  前条の目的達成のため、次の活動を行います。 

（１）加盟団体・個人の運動交流を行います。 

（２）学習、調査、研究活動を行います。 

（３）共通の目的を持つ他の団体との連係、協力・共同の活動を行います。 

（４）中央社保協が提起する運動を検討、具体化します。 

（５）県社保協の組織拡大のための活動を推進します。 

（６）県内の地域社保協結成を援助し、情報共有と学習活動を協同して取り組みます。 

（７）目的達成に必要な活動を行います。                                 

 

 （運営） 

第６条  この会に、次の機関を置くことが出来ます。 

（１）総会 

（２）幹事会 

（３）加盟団体代表者会議 （追加） 

 

第７条  各機関の構成、役割・運営は、次の通りとします。 

（１）総会は、この会の最高決議機関で、加盟団体・地域社保協構成員と個人会員、および 

役員で構成します。                                          

（２）総会は、年１回幹事会が招集し、活動報告・方針、予算・決算、役員の選出等を行い 

ます。また、幹事会が認めた時は、臨時に開催することが出来ます。 

（３）幹事会は、総会にて選出された団体・地域社保協および個人で構成します。 

（４）幹事会は、必要の都度、会長が召集し、執行機関として日常執行にあたり、そのため 

に必要な事項を協議します。 

（５）幹事会は、必要に応じ、専門部会を設けます。 

（６）幹事会のもとに事務局を置き、日常業務を行います。 

（７）各加盟団体による、加盟団体代表者会議を設けます。加盟団体代表者会議は総会と総

会の間の決定機関とします。開催を通じて、県社保協の各種とりくみ報告、意見交換、

意思統一などを実施します。召集は幹事会とします。 

 

第８条  この会の運営は、原則として満場一致とします。会の円滑な運営を行うため、規約の

範囲内に限り、幹事会の承認のもとで、内規を設けることが出来ます。 

 



第９条  この会に以下の役員を置き、次の役割を担います。役員の任期は１年とし、総会で選

出します。ただし、再選を妨げません。 

（１） 会長 １名      会を代表します。 

（２） 副会長 若干名     会長を補佐します。 

（３） 事務局長 １名     事務局を統括し、日常活動に責任を負います。 

（４） 事務局次長 若干名   事務局長を補佐します。 

（５） 幹事会        総会で選出された団体・地域社保協および個人で構成し 

               ます。 

    （６） 会計監査         会計を監査し、その結果を総会に報告します。 

 

   （財政） 

第１０条 この会の財政は、会費、寄付金、その他でまかないます。会計年度は毎年４月 

   １日から翌年３月３１日とします。 

 

第１１条  会費は、以下の通りとします。 

（１） 団体  年額  一口  ５，０００円 

（２） 個人  年額  一口   １，０００円 

（３） 地域社保協  一口   ２，０００円 

 

（付則） 

  ＊ この規約の改廃は、総会で行います。 

＊ この規約は、１９９８年３月２１日から実施します。 

＊ 一部変更 ２０１０年７月２５日（第１１回定期総会） 

＊ 一部変更 ２０１４年７月６日（第１５回定期総会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20１６年１月6日 

岐阜県社会保障推進協議会 

2015年度自治体キャラバンのまとめ（西濃 2市9町除く）・5年間の前進点 

 

【懇談会参加状況】 

  団体名 2011年度参加数 2015年度参加数 

年金者組合   45名      102名 

新日本婦人の会   21名      88 名 

岐阜県労連   17名        6名 

岐阜民医連   57名 77名 

共同組織   12名        11名 

岐商連    ６名        38 名 

共産党   41名        49名 

保険医協会    1名       2名 

生健会 0名 6名 

その他   11名        30名 

法律事務所 不明      7名 

社保協事務局 26名 41名 

計 240名      457名 

              県+21市     県+２１市9町 

【自治体キャラバン運営と参加者推移の特徴】 

①自治体懇談会は、社保協加盟団体が支部を通じて当日参加動員を行い開会30 分前に事前打合せ後、事務 

 局司会進行での懇談が中心でした。また統一要請書への事前文書回答はなく、懇談会時間の半分近い時間 

 を行政側からの回答説明で潰れる状況でした。 

②201２年度以降より「統一要請書」に対する文書回答を要請し、郡上市・大垣市を除く19 市から事前に 

 文書回答が届くようになりました。 

③地元参加者からの要望・意見がないことに一部の自治体側から『不満』の声があがったことを受けて、20 

 1３年度より東濃 5市での事前学習会を開始。多治見市では年金者組合支部が中心となり、事前学習会か 

 ら懇談会当日までに発言組織を準備して臨むことができました。 

④それまで、21市を幹事団体で分担し「責任団体」としていましたが懇談会開会時の「挨拶」のみでした

が、 

 事前学習会開催と共に司会・進行役を担う自治体が増えてきました。 

⑤事前学習会を開催することで、動員されて座っているだけ・・。の地元参加者のみなさんが「社会保障」 

 の意味がわかり、自分でも質問や要望が出せる事が良かったと評価されている。 

【地域社保協建設支援】 

①2014年度のキャラバンを受けて、2015 年7月に恵那市社保協準備会が発足。高山市では2015年7 

 月に準備会を発足し、9 月には学習会「介護保険制度改定の影響」を開催。代表世話人が決まり、飛騨法 

 律事務所弁護士も加盟。 

②2015年郡上市で事前学習会を初開催。12月には郡上市社保協結成総会とキャラバンまとめ学習会を開 

 催予定。 

③2015年美濃市事前学習会に参加した「明るい美濃市をつくる会」の無所属議員（元県教組加盟女性教師） 

 さんが社保協をぜひつくりたいと表明。地元支部との協議が必要。 

④事前学習会と友の会による懇談会運営3年目に入った、各務原市では「地域社保協結成」機運は高まって 

 いるが、事務局団体を決める段階で難航。 

⑤2015年恵那市社保協準備会は市内介護事業所宛てに「介護保険制度改定影響アンケ－ト」送付、中津川 

 市でも年内に市内事業所宛てにアンケ－ト送付。 

⑥可児市社保協準備会は昼間の会合開催が困難なため、詰めの協議が開けていない状況。 

⑦岐阜市社保協再開の必要性が大きい。民医連3法人の事業所が集中する自治体であることからイニシアチ 



 ブの発揮が求められている。 

【自治体キャラバン事前学習会開催推移と地域社保協設立の動き】 

 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

 

 

 

事

前

学

習

会 

開

催

自

治

体 

①岐阜県 ①岐阜県 ①東濃西部 

②東濃東部 

③岐阜市 

④各務原市 

 

①東濃西部 

②恵那市 

③中津川市 

④飛騨圏域 

⑤美濃市 

⑥各務原市 

⑦可茂圏域 

⑧岐阜市 

①多治見市 

②土岐市 

③瑞浪市 

④恵那市 

⑤中津川市 

⑥美濃加茂市 

⑦可児市 

⑧関市 

⑨各務原市 

⑩山県市 

⑪美濃市 

⑫郡上市 

⑬高山市 

⑭瑞穂市 

⑮羽島市 

⑯岐阜市 
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  ・多治見市で発言

 組織の上懇談会

 司会進行を地元

 支部が担当。 

・多治見市、恵那

市、 高山市、各務

原市、 本巣市、山

県市、瑞 穂市、美

濃市、郡上 

 市で発言組織や司 

 会進行を各団体支

 部が担当。 

・高山市では飛騨法

 律事務所弁護士が

 参加。事前学習会

 に参加組織。 

・恵那市準備会と中

 津川市準備会が

「介護保険制度改定

 影響アンケ－ト」

 を市内事業所に発

 送。 

・赤字自治体で司会

 進行を各幹事団体

 が担当。 
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   ・恵那市社保協準備

 会発足 

 

・12月郡上市社保

協 が結成総会。 

・2016高山市社保

 協結成総会。 

・中津川市社保協準

 備会発足予定 

・恵那市社保協201 

 6発足 

・美濃市無所属議員

「明るい美濃市をつ

 くる会」が社保協

 設立発起人希望。 

文

書

回

答 
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  15市 

 

   18市   

 

  県+19市 



【社会保障拡充の前進点】：2015年初めて県要請書に対して文書回答を受けとる。 

（１）国民健康保険 

項目 2011年度 2015年度 

資格証明書発行数 4,025件 2,205件 

資格証明書を発行していない自治体 4市2町1村 2市6町1村 

18歳未満への資格証明書発行 9市6町 ０ 

差し押さえ件数（世帯数ではない） 853件 6,714件 

短期保険証 23,579件 16,745件 

保険料市町村独自減免制度 17市町 37市町村 

国保44条窓口一部負担金減免要綱 17市 25市町村 

・2015年度岐阜県懇談会の場で、「窓口一部負担金減免制度」周知は「市民全てが対象」であり 

 HPや窓口相談時のみではだめです。減免分の５０％は国から交付されます。 

 市内医療機関窓口での案内実施は中津川市のみ。2016年度から下呂市も実施する。 

・H30岐阜県国保移行に向けて、収納率アップが加速しており（保険料率に反映）差し押さえ件 

 数が増加している。また、高額療養費削減のために予防医療や健康推進事業の重点化が進行。 

・資格証明書発行は「支払い能力あるのに納付相談に応じない」（悪質滞納者）と限定され、分納 

 誓約による短期証へ移行している。 

・ほとんどの自治体で国保加入者減少が続いている。後期高齢者医療への移行増加によるものが大 

 きい。後期高齢者医療保険・短期保険証発行数748件（2014年度） 

・国保人間ドック助成制度実施自治体：12市１０町 

 

（２）介護保険と高齢者施策 

制度 2011年度 2015年度 

住宅改修受領委任払い制度 1市（検討中４） 16市町（検討中７） 

福祉用具受領委任払い制度 ０（検討中３）  8市町（検討中４） 

独居・高齢者ゴミだし援助 4市2町 8市2町 

介護保険利用料減免助成制度 高山・飛騨（2市） 高山・多治見・関・瑞穂・海津・八百

津 

（5市1町） 

障がい者控除認定書個別送付   郡上市1市 羽島市・郡上市・海津市 笠松町・関

ヶ原町・北方町・白川町（3市4町） 

・2015年度自治体アンケ－トで初めて「介護保険料の段階・倍率・金額・人数」を調査。1号保

 険者の最も高い段階の所得額設定が 290万以上・400万以上が9割。可児市・美濃加茂市の 

みが1000万以上設定（1６－１7段階）有。各市の懇談会で要望として「高額段階設定」があ 

がった。 

・介護保険制度改定により利用料が 2割負担となった人数：7,761人（回答35市町村） 

・補足給付除外となった人数              ：  450人（回答14市町） 

・介護保険料滞納によりペナルティ－を課せられた人数宇：  105人（回答35市町村） 

 ペナルティ－数0人の自治体は6市11町村／38市町村保険料滞納率平均2.4％ 

・中津川（2.8％）恵那（2.2％）可児（2.0％）飛騨（1.0％）下呂（1.2％）海津（1.8％） 

 上記6市での行政対応の共通事項は、訪問等による分納収納による回避。市内在住親族を通じて 

 保険料納付及び相談対応をしている。岐阜市では郵送対応のみ。 

・介護慰労金制度を実施する自治体：25町村 

・買い物難民への対応実施自治体の特徴（2015年度） 

①高山市  ：全6地区で「医療機関通院送迎」「買い物送迎」事業を実施。 

②瑞穂市  ：高齢化が特に進む6地区で社協独自事業として「買い物送迎」を地区ボランティア 

       で運営。 

③中津川市 ：全地区で個人事業者が「移動販売」を運行。 



（３）子育て支援 

制度項目 2011年度 2015年度 

子ども医療費（中学卒） 18市5町村現物給付 42市町村で外来・入院窓口負担現物給付 

      （18歳

迄） 

1市（大垣市） 4市5町（山県市・郡上市は振興券等に換

券） 

・要請、アンケ－ト項目の変化により比較できる項目が少ない。2013年度以降「学童保育」「病 

 後・病児保育」が加わる。 

・2015年度は「待機児童数（29名）」・「保護者都合による未入所数（154名）」を把握した。 

・指定管理制により保育園運営会社が見直されるたびに変更や運営条件が厳しくなることが問題

に。 

 

（４）健診・健康づくり 

・特定健診受診率21市ベスト３ 

順位  2011年度    受診率 2015年度        受診率 

1位 飛騨市 62.9％ 飛騨市 60.9％ 

2位 高山市 54.2％ 高山市 55.3％ 

3位 下呂市 52.2% 郡上市 52.7％ 

・医療給付費を抑制するための「受けやすい健診・がん検診」に自治体が努力している。とりわけ 

 高額療養費が占める割合がH30県国保から出される保険料率に影響。 

・県の医療整備計画では、ベッド数が増やせるエリアは東濃圏域のみで、他の圏域ではベッド数削 

 減対象となっている。 

・高山市ではこの10年間、糖尿病患者減を目標に「特定管理指導９０．６％」を達成し、23名 

 の保健師による「栄養・食事指導（献立等）」を全地区で展開し、罹患率を減少させたと担当課 

 長が答弁。 

・関市や中津川市での土日健診・早朝健診、女性対象のがん検診と特定健診のセット健診など、食 

 事・運動を中心に健康推進事業に力を入れている。 

（協会健保等の市民が現役時代に健診や結果への対応が不十分で、退職後国保にかわると、様々な 

 疾患発症や重症化が目立つ～瑞浪市の保健センタ－長弁～） 

 

（５）生活保護 

 2011年度 

（29市町村） 

2015年度 

（42市町村） 

相談件数 5,092件 4,347件 

申請件数 2,264件 1,503件 

保護開始件数 2,047件 1,342件 

担当職員数 124人 166人 

元警察官配置数 5人 10人 

・相談件数に対して申請件数が減少。2015年度キャラバンでは、「生活困窮者自立支援法」施行 

により「生活自立相談事業」を開始されており、生活相談はまずこの事業窓口を経て、生活保護 

申請対象者を絞っていることが伺えました。としわけ 65歳未満です。 

 「住宅確保支給事業」の支給期間では、中津川市の 9ヶ月を除き、3ヶ月原則の回答。 

 

・元警察官配置については今年度より配置が４件あり、理由共通は「交番勤務の元警察官で、地域 

 住民の実情に詳しく、対話もうまい。」「市民相談窓口からの異動です。」 

 

 

 

 



 

岐阜県社会保障推進協議会 

〒501-3113 

岐阜市北山1-13-18 

すこやか透析センタ－２Ｆ 

   岐阜民医連事務局内 
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